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通常の経路・手段以外の出勤・帰宅はどこまで労災認定されるのか

コロナ禍も落ち着きましたので、2019年まで開催していました「労務トラブルセミナー」を再開し

ようと考えています。コロナ前と世の中の価値観も変わっていますので、開催の時間帯やテーマ

など進め方については試行錯誤しながら、ご要望を反映していきたいと考えています。

開催予告については、当社のホームページで順次共有していきます。

 「合理的な経路」「逸脱しない」がキーワードであるので、「会社帰りに飲みに行った帰り道でケガ

をした」というのは通勤災害に認められません。反対に会社の命令で接待に参加した場合は、

業務時間中にないますので、「通勤災害」ではなく「業務災害」になります。

通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疫病、障害又は死亡」と定義されています。

◇ 通勤とは・・・
「労働者が、就業に関し、① 住居と就業場所との間の往復 ② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ ①の往復に先行又は後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質
を有するものを除く」ものとされています。（労災法第7条２項）

就業に関する移動が、合理的な経路および方法によるものであることが認定に必要です。
途中で逸脱・中断があっても、日常生活上必要な行為等である場合は、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に戻
った後は通勤とみなされます。

合理的な経路及び方法 になるもの

 鉄道、バスなどで通常利用する経路及びこれに代替することが考えられる経路
 共働きの労働者が託児所などに子どもを預けるためにとる経路
 交通事情により迂回してとる経路
 鉄道、バスなどの公共交通機関、自動車・自転車・徒歩 などの交通方法

通勤災害に認定される場合とは

合理的な経路及び方法 にならないもの

 免許を取得していないものが自動車を運転する
 自動車や自転車を泥酔状態で運転する
 特段の理由もなく著しく遠回りとなるような経路

逸脱 ： 通勤の途中で就業または通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること
中断 ： 通勤の経路上で通勤とは関係のない行為を行うこと

逸脱・中断が、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為を最小限の範囲で行う場合で、その後に合理的な
経路に戻った時は通勤と認められます。

※ 通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもいずれも合理的な経路となります。
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YouTubeやっています
「youtube 社労士 アイプラス」

で検索ください

いかがでしょうか？引き続き、定期的に参考になりそうな情報をお届けさせていただければうれしいです。

もし、ご不要な場合は配信停止を致しますので、ご連絡ください。

こんなときどうする！？ ～傷病休職からの復職、主治医と産業医で判断がわかれた～

Q

A

• 「主治医」の診断書が、休復職の錦の御旗のように使われがちですが、労務に服して雇用契
約が履行できるかどうかを判断するのは会社です。診断書の内容を鵜呑みにせず、「産業
医」「上司」「人事担当」など様々な方の意見を踏まえ休復職の判断をしていきましょう。

Blue 

(光文社文庫 )葉真中顕

• SMAPの曲やゲームボーイ、アムラーといった平成の
文化に触れながら、不法就労、貧困、児童虐待と
いった同時代の闇を絡めてくる構成になっています。

• 幕間に、物語の中心人物であるブルーに向けた語り
掛けがあり、その語り掛けで全体の流れが掴めるよう
な工夫がされています。ちなみに、誰が何のために語
り掛けているのかも最後に出てきます。

• 著者の文章は非常に上手く、没頭できる内容なので、
1日あれば一気に読めます。著者の作品は、気分が
滅入るテーマですが、同時に爽快感もあり複雑な味
わいの小説です。
ちなみにドラマにもなった「絶叫」もおすすめです。

平成15年に発生した殺人事件から端を
発するミステリー小説です。
平成の初日から、平成の最後の日まで
を駆け抜ける内容です。

復職の可否は最後は会社が決めるものです。主治医の意見の趣旨を正確に理解するようにしましょう。

◼ 「復職」について、法令上に明確な定義はありませんので、復職条件は会社が自由に設定できます。
休職となった事由が消滅し、免除されていた労務の提供が再開できることを「復職」と今回は指すものとします。

◼ 主治医による診断書の内容は、病症の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、
その職場で求められる職務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことがあります。

◼ ①主治医の判断と、②産業医が職場で必要とされる職務遂行能力の内容等について精査したうえで、③会
社が産業医としての意見を踏まえ、復職可否を判断することが重要となります。

◼ 対象社員の同意を得て主治医から診療情報などの提供を受け、産業医面談を行うなどして、心身の状況、
投薬状況、業務状況、職場環境などを具体的に把握したうえで判断する必要があります。

傷病休職中の従業員から、『復職可能』という主治医の診断書を添付して復職の申し出がありました。
一方、社内の産業医は『復職不可』との診断がなされています。この従業員は、復職させていいのでしょうか？

レシピ監修：玉城久美子
（沖縄ライフスタイルアドバイザー）

【材料（8〜10個分）】

ホットケーキミックス…150g, 卵（M玉）…1個, 
黒糖（粉末）…大さじ2, 牛乳…必要に応じて小さじ1〜3
揚げ油…適量（底面から4〜5cm）

ホットケーキミックスで手軽に！

黒糖サーターアンダギー

【作り方】

① ボウルに卵と黒糖を入れて泡立て器でよく混ぜる。
② ホットケーキミックスを加え、粉気が無くなるまでヘラ

でよく混ぜ合わせて10分寝かせる。
※ 粉気が残り生地がまとまらない時は、牛乳を少しずつ加えて

丸められる硬さにする。

③ 揚げ油を150〜160度の低温に温める。
④ 手に油（分量外）を塗り、②の生地を3cmほどの大きさに

丸め、静かに油の中に入れる。
⑤ 生地が浮き上がってきて割れ目ができたら、箸で回転

させながら全体を色良く揚げる。
竹串をさして生地が付かなければ完成、引き上げる。

低温をキープし、じっくり揚げるのがポイントです！

白いお砂糖やきび糖でも同様にできます♪


